
匪喪主≡∃  

厚生労働省発食安第1001004号  

平成19 年10 月1日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿  

厚生労働大臣  舛添  

諮 問  書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第62条第1項において準用する同法第  

18条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

おもちゃの規格基準の改正について   



乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして  

厚生労働大臣が指定するおもちや（現行の指定玩具一覧）  

陶器；指定な  合成樹脂蔓 金属   

乳幼児が口に接  

触することをその  
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：人形  

：粘土  

；乗り物がん具（ぜ  

；んまい式及び電  

‡動式のものを除  

；く。）  
；風船 ‥■  
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ままごと用  巨∃  

○印：現行の指定がん具   



匪型1二月  

食品衛生法に基づくおもちやの規格基準（抜粋卜覧表（現行規格）  

（注）AA 原子吸光光度法、1CP．ま専結合プラズマ発光強度測定法  
（注）おもちゃには、ブタル酸ビス（2－エチルヘキシル）を医村料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹蘇を原材料として用いてはならない 
。 （注）食品衛生法施行規則案78条第1号に規定するおもちゃには・フタル酸ジイソノニルを原材料として用いたポリ皇化ビニルを主成分とする合成捕を鮒科として用いてはならない。   



キ十∵十  

平成19年10月4日   

おもちゃの規格の改正案概要（新旧対照表）  

指定範囲の拡大  

改正案概要   現行規制概要   

指定がん具   1乳幼児が口に接角虫することをその本  1紙、木、竹、ゴム、革、セルロイ  

質とするおもちゃ   ド、合成樹脂、金属又は陶製のもので、  

2 次に掲げるおもちゃ   乳幼児が口に接触することをその本  

うつし絵、起き上がり、おめん、折り  質とするおもちゃ  

紙、がらがら、がん具アクセサリー、遡  2 ほおずき  

育がん具（口に接触する可能性のないも  3 うつし絵、折り紙、つみき   

のを除く。）、つみき、電話がん具、動物  

Fがん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、  
ブロックがん具、ボール、ままごと用具、   起き上がり、おめん、がらがら、電   

その他これらのがん具と組み合わせて遊   話がん具、動物がん具、人形、粘土、  

ぶがん具   乗物がん具（ぜんまい式及び電動式の  

Cお手旨定された玩具については、食品衛生法第62条で準用す  ものを除く。）、風船、ブロックがん具、  

る第11条第2項の規格を設定していなくても、法第62条で準  ボール、ままごと用具  

用する第6条の準用規定により、有毒な、若し〈は有害な物質  

が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いのあるものの販  

売、製造、輸入、貯蔵、陳列等を禁止することが可能。   

規格の改正  

① うつし絵   

② 折り紙   

③ ゴム製おしやぶり  

改④ 塗装   

⑤ ポリ塩化ビニルを主体とする材料   

⑥ ポリエチレンを主体とする材料  

新⑦ 金属製がん具アクセサリー（乳幼  

（彰うつし絵  

②折り紙  

③ゴム製おしやぶり  

④塩化ビニル樹脂塗料  

⑤ポリ塩化ビニルを主体とする材料  

⑥ポリエチレンを主体とする材料  

個別規格  

設定対象  

児が飲み込む可能性のある大きさ  

のものに限る。）  
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規格   【溶出試験】   【溶出試験】  

Pb：90mg／kg（改④、新⑦）   重金属：鉛として1〟かml以下  

Cd：75mg／kg（改④）   （注）拭験溶液1ml（塗掌中mgに相当）中の溶出1の上限。  

As：25mg／kg（改④）   Cd：0．5〃gルl以下（④、⑤）  

（注）玩具の材質1短当たりからの重金属等溶出1の上限。   As：As203として0．1〟g州以下（①、  

①うつし絵、②折り紙、③ゴム製おしやぶり、⑤ポリ塩化ビニ  

ルを主体とする材料及び⑥ポリエチレンを主体とする材料の規  

格は変更なし。改④塗装の革発残留物、過マンガン酸カリウム   

消牡については、塩化ビニル樹脂を用いた塗装についてのみ  材質言鵡奏あり。   

④塩化ビニル樹脂塗料の規格を変更せずそのまま使用。④塩化  

ビニル樹脂塗料に設定されていた重金属の規格は、改（動こは設  

定しない。  

溶出条件   製品による溶出試験   原材料の溶出試験  

Pb、Cd、Asは0．07nK）l／L塩酸：370c：振  ①、②、④、⑤、⑥の重金属、ヒ素及  

とう1時間、静置1時間（改④、新⑦）  び筐の亜鉛は亜Oc水30分放置  

（注）①うつし絵、②折り紙、③ゴム製おしやぶり、⑤ポリ塩化  

ビニルを主休とする材料及び⑥ポリエチレンを主体とする材料  

の溶出条件は変更なし。   

言鵡箕法   原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発  重金属試験及びヒ素の溶出試験は比  

光強度測定法（改④、新⑦）  色法  

（注）①うつし絵、②折り紙、③ゴム製おしやぶり、⑤ポリ塩化  カドミウム及び亜鉛の溶出試験は原  

ビニルを主体とする材料及び⑥ポリエチレンを主体とする材料  子吸光光度法又は誘導結合プラズマ  

の試験法は変更なし。改④塗装の重金属、蒸発残留物、過マン  

ガン酸かノウム消費量の拭験法については、④塩化ビニル樹脂  

塗料の苫鵡舞去を変更せずそのまま準用。   

備考  昭和34年厚生省告示第370号   

②
 
 
 



食品衛生法に基づくおもちゃの規格基準の変更点（案）一覧表  

（0．8g／100cg／mI  

11：  
削除削除削除   

規定規定な規定  
なししなし  
11l  金属製のがん具ア  

370c90mg／AA  
0．07mkg又はⅠ  

能性のあるもの）   

（注）こ は現行の規格を変更しない部分を、岳面 は現行の規格を変更する部分を、二二 は現行の規格を削除する部分を、［＝二 は規格を新設する部分を示す。  
（注）おもちゃには、フタル醒ビス（2－エチルヘキシル）を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。  
（注）紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属又は陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃには、フクルジイソノニルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原村料として用いてはならないコ  
し注）AA 原子吸光光度法、1CP 誘導持合プラズマ発光強度測定法   



おもちやの試験法等の新旧対照表  

現行告示内容  改正案概要（新）  

（おもちやの塗装について新たに規格を新設する。参考に、現行の  

化ビニル樹脂塗料に係る規格との対照表を示す。）  

4 おもちやの製造に用いる壊化ビニル樹脂塗型は，次の試験法による試験   

に適合しなければならない。この場合において，試験に用いる水は蒸留水   

とする。  

4 おもちやの塗装（塩化ビニル樹脂塗料を原料とする場合を除  

⊥Jは，次の試験法による試験に適合しなければならない0この   

場合において，試験に用いる水は蒸留水とする。  

（1）試験溶液の調製  

試料に同容量のシクロヘキサノンを加えてよくかき混ぜ・ガラろ塵   

に移し表面積叫8gの割合Iこなるようlこガラス棒で均   

等に広げた後，80℃で嘩   

如韓埋   

で覆い．40℃に保ちながら時々かき混ぜて∽分間放置する0   

シクロヘキサノン シクロヘキサノン（特級）を用いる。  

（1）試験溶液の調製  

古iも与やより塗装を肖11リ取軋0・j汀阻J．2＿シュ旦丑こ粉砕t   

蜘封脂塗料の場合蛙   

担来る限り細かくしたものを試料とす皐。試料100mgに   

p．07mol／l塩酸5mlを加え．遮光下370clこ保ちながら1時間振   

土うする。さらに碑   

る。  

（2）試験  

1．過マンガン酸カリウム消費量  

試験溶液50mlに水を加えて100mlとしたものについて，第3 器具   

及び容器包装の部B 器具又は容器包装一般の試験法の項の1過マン   

ガン酸カリウム消費量試験法により試験を行い，次式により過マンガ   

ン酸カリウム消費量を求めるとき，その量は50〃g／ml以下でなけれ  

ばならない。  

過マンガン酸カリウム消費量（〃g／ml）＝（（a－b）×0．316×fX   

（2） 試験  

（塗装全般については1，過マンガン酸カリウム消費量は設定し  

ない）  



1，000）／50   

ただし，a：本試験の0．002mol／1過マンガン酸カリウム溶液の滴  

定量（ml）  

b：空試験の0．002mol／1過マンガン酸カリウム溶液の滴定量（ml）  

f：0．002mol／1過マンガン酸カリウム溶液のファクター  

L カドミウム，鉛及びヒ素   

第3 器具及び容器包装の部C試薬・試験等の項のカドミ   

ウム標準原液0．1ml．鉛標準原液0．1ml及びヒ素標準原液  

1．3mlを採り．0．07moけ＝塩酸を加えて100mlとする。本液1mt  

2．重金属   

第4おもちやの部A おもちや又はその原材料の規格の項の1の  

（2）試験の1．重金属を準用する。  

はカドミウム．鉛及びヒ素各1〟g を含む。この溶液を  

0．0了mけl塩酸を用いて適宜希釈し．試験溶液と同様の方法に  

3．カドミウム   
騨1  

試験溶液100mlに硝酸5滴を加え，第3 器具及び容器包装の部B  

ヽ 器具又は容器包装一般の試験法の項の3原子吸光光度法又は9誘導  

結合プラズマ発光強度測定法によりカドミウムの試験を行うとき，こ  

れに適合しなければならない。ただし，カドミウム標準溶液として，  

第3 器具及び容器包装の部C試薬，試液等 の項に示すカドミウム  

標準溶液10mlに水を加えて100mlとし，硝酸5滴を加えたものを用  

いる。これに適合するとき，試験溶液中のカドミウム量は0．5 〃g／ml  

以下となる。  

より測定し，カドミウム，鉛及びヒ素それぞれの検量線を作  

成する。   

試験溶液について，第3 器具及び容器包装の部B 器具又  

は容器包装一般の試験法の項の3康子吸光光度法又は9誘導  

結合プラズマ発光強度測定法により．カドミウム．鉛及びヒ  

素のそれぞれの濃度を求め．如引こより言式料カ、らの溶出量を  

求めるとき，カドミウムは75〃g／g以下．鉛は90〟g／g以下．  

ヒ素は25〟g／g以下でなければならない。ただし，原子吸光  

光度法のヒ素の測定においては193．7nmの波長を用いる。  

溶出量（ 〟g／g）＝試験溶液中の濃度（〟g／ml）  

×5（mけ／試料量（g）  

（塗装全般については4．蒸発残留物は設定しない。ノ）  4．蒸発残留物   

試験溶液200～300mlを採り，第3 器具及び容器包装の部B 器具  

2   



又は容器包装一般の試験法の項の5蒸発残留物試験法により試験を  

行うとき，その量は50JJg／ml以下でなければならない。  

5．ヒ素   

第4 おもちやの部A おもちや又はその原材料の規格の項の1の  

（2）試験の2． ヒ素を準用する。  

5 おもちやの塗装が塩化ビニル樹脂塗料を原料とする場合にあっ  

ては，前項に示す試験のほか次の試験法による試験に適合しなけれ  

ばならない。   

（1）試験溶液の調製  

塗装されたおもちやまたはその試験片は，その表面積1cm2  

につき2mlの割合の40℃に加温した水に浸漬して時計皿で  

覆い，40℃に保ちながら時々かき混ぜて30分間放置する。  

（2） 試験  

1．過マンガン酸カリウム消費量  

試験溶液50mlに水を加えて100mlとしたものについて，   

第3 器具及び容器包装の部B 器具又は容器包装一般の試   

験法の項の1過マンガン酸カリウム消費量試験法により試   

験を行い，次式により過マンガン酸カリウム消費量を求め   

るとき，その量は50〃g／ml以下でなければならない。   

過マンガン酸カリウム消費量（〟g／ml）＝（（a－b）×0．316×f  

Xl，000）／50  

ただし，a：本試験の0．002mol／1過マンガン酸カリウ  

ム溶液の滴定量（ml）  

b：空試験の0．002mol／1過マンガン酸カリウム  

3   



溶液の滴定量（ml）  

f：0．002mol／1過マンガン酸カリウム溶液のフ   

ァクター  

2．蒸発残留物   

試験溶液200～300mlを採り，第3 器具及び容器包装の   

部B 器具又は容器包装一般の試験法の項の5蒸発残留物   

試験法により試験を行うとき，その量は50JJg／ml以下でな   

ければならない。  

（6～9まで略）  （5～8まで略）   

10金属製のがん具アクセサリーのうち．乳幼児が飲み込むおそれ   

があるものは次の試験法による試験に適合しなければならない。  

（1）細容液の調製  

試料に37℃に加温した0．07mol／l塩酸を浸漬するまで加え．  

遮光下㈹時間放置する。  

（2）鉛  

第3御耶（∵試薬一試験等の項の鉛標準  

原液0．岬07molハ．塩酸を加え一て1〔伽‖とする。本  

液岬什塩酸を用いて  

適宜希釈し 試験溶液と同様の方法により測定し 鉛の検量  

線を作成する。  

試験溶液について，瑚器具又  

卿の3原子吸光光度法又は9誘導  
結合プラズマ発光強度測定法により，鉛の濃度を求め．次式  

により言式料からの溶出量を求めるとき．鉛は90〟g／g以下で  






